
介護保険 要介護認定・要支援認定申請書の記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●問い合わせ・郵送先 

〒１４０－８７１５ 品川区広町２－１－３６ 

品川区高齢者福祉課介護認定係 ℡０３－５７４２－６７３１（直通） 

 

認定調査を受ける場所になります。上記住民票以外の居所の場合は必

ず記載をお願いします。（記載漏れがあると調査員手配遅延の原因に

なります。）申請後、退院・転院が決まった場合は、速やかに下記ま

でお知らせください。 

申請内容や認定結果を認定調査員、主治医等に提示することに同意す

る欄です。提示に同意する場合は、ご本人の氏名をご記入ください。

なお、代筆の場合は、代筆者氏名とご本人との関係もご記入ください。 

 

定期的に受診している医師名をご記入ください。 

また、認定を受けたことのある方は、前回認定時の主治医氏名等が印

字されています。変更のある場合は、二重線で消して余白に現在の主

治医氏名等をご記入ください。 

 

ご本人やご家族に代わり、代行申請する場合はご記入ください。 

ご家族が申請する場合は、記入不要です。 

 

初めて申請される方および要支援の方が見直しを希望される場合は

「新規」、更新を希望される場合は「更新」、要介護の方が見直しを希

望される場合は「区分変更」に○をしてください。 

 

申請書は現在、使用している被保険者証、認定調査事前確認書、身元確認書類とともに高齢者福祉課介護認定係までお送りください。 

 

 

必ず裏面をご参照ください。 

認定結果については、原則住所地（住民票登録地）に送付されます。 

別の送付先を設定する場合は、介護認定調査事前確認書をご参照のう

え、下記問い合わせ先へご連絡ください。 

 



◎個人番号の本人確認について 

申請書の個人番号記入欄は空欄で差し支えございません。 

マイナンバー法施行により平成 28年１月以降、要介護（要支援）認定申請時には申請書に個人番号を確認・記載することが義

務付けられました。なりすまし防止のため、申請書提出の際に身元確認書類の写しの提出をお願いしています。（書類不備の

場合、申請書を返送させていただく場合がございます。） 

※厚生労働省からの事務取扱（平成 27年 12月 15日発出）より申請書の個人番号記載は市町村にて記載できることとなってお

ります。 

 

１． 本人または使者（家族等）による申請の場合 

 

本人の身元確認書類 

１点だけで身元確認ができる書類（写真付きの書類） 

被保険者本人の個人番号カード、運転免許証、パスポート、住基カ

ード（写真付き）、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、 

愛の手帳（療育手帳）、在留カード、特別永住者証明書等 

 

２点あれば身元確認ができる書類（写真なしの書類） 

被保険者本人の介護保険被保険者証、（※）健康保険被保険者証、

後期高齢者医療被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限

度額認定証、介護保険各種決定通知書（氏名・住所が記載されたも

の）、住基カード（写真無し）、年金手帳等 

※６５歳以上の方で健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者

証を身元確認書類としてご提出される場合には、記号・番号をマ

スキング（黒ぬり）した写しをご提出ください。 

２． 代理人、ケアマネジャー等による代理申請の場合 
 

①代理人の身元確認書類 

１点だけで身元確認ができる書類 

代理人の個人番号カード、運転免許証、住基カード（写真つき）等 

※代理人に対して公的機関で発行された写真付きの書類 

※ケアマネによる申請の場合、介護支援専門員証でも可 

２点あれば身元確認ができる書類 

代理人の公的医療保険の被保険者証、住基カード（写真無）、年金

手帳等 ※代理人に対して公的機関で発行された写真無しの書類 

 

②代理権の確認書類 

法定代理人の場合には戸籍謄本等、任意代理人の場合は委任状 

ケアマネによる申請の場合は申請書の提出代行者欄に事業者の名称

を記載し、押印（事業者印、施設印、法人代表者印）していただけ

れば代理権確認書類の提出は不要です。

 

  


